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天理市都市計画マスタープラン（第３次） 
の策定について 

１．計画策定にあたって 

 Ⅰ 基本的事項 

 （１）目的と役割 

【都市計画マスタープランの位置づけ】 

 

  

■天理市都市計画マスタープランとは、都市計画法に基づいて作られた、天理市の都市計画に関す

る基本的な方針」として定める計画です。 

■都市計画マスタープランは、住民参加のもとに市町村自らがまちづくりの将来ビジョンを確立

し、まちづくりの長期的・総合的な指針としての役割を果たすものとなります。 

■本市では、平成25年（2013年）4月に、第２次天理市都市計画マスタープランを策定しましたが、

策定以降における社会経済情勢の変化や、上位関連計画・関係法令・土地利用の変化などに対応

した新たな天理市都市計画マスタープランを策定する必要があります。 

2021 年３月都市計画審議会用 
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 （２）目標年次 

 

 

 （３）目標人口 

都市計画マスタープランにおける目標人口は、天理市人口ビジョン（第２期）（令和元

年（2019年）６月）の将来人口の見通しにより、以下のように設定します。 

 

（４）対象区域 

 

 

【都市計画マスタープランの対象区域】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長期的視点に立ち、おおむね 20年後の令和 24年（2042年）を目標年次とします。 

将来人口：約 58,000人 

本計画は、天理市全域（大和都市計画区域）を対象とします。 
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（５）計画の構成 

本計画は、以下のとおりとします。 

【都市計画マスタープランの構成】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）計画改定の留意点 

 

 

 

地域別構想 

全体構想 

天理市の概況と課題 

実現化の方策 

天理市の概況 

まちづくりの課題 

将来の都市構造のあり方 

まちづくりのテーマ 

まちづくりの方針 

都市の現状や住民の意向などの概況をまとめます。 

まちづくりに関する課題を整理します。 

まちづくりの方向性を明らかにしながら、基本理念や将

来像を示します。 

都市構造の基本方針とともに、土地利用構成、都市拠点

及び都市軸を示します。 

地域ごとに、まちづくりの方向を明らかにし、まちづくり

のテーマを示します。 

地域ごとの現状及び課題を踏まえ、主に都市計画としての

まちづくりの取り組み方針を示します。 

まちづくりの実現に向けた基本的な考え方や、市民との協

働のまちづくりの実現方策など、具体的な取り組み方針を

示します。 
考え方と取り組み 

めざすまちの将来像 

都市整備の方針 
将来の都市像の実現に向けた、主に都市計画としての取

り組み方針を示します。 

・第６次総合計画がめざすまちづくりの実現に向けて、都市計画分野の方針を定めることと

します。 

・持続可能で集約型のまちづくり（コンパクトシティ・プラス・ネットワーク）をめざす立

地適正化計画の記載事項を盛り込んで策定することとします。 

・誰もが安全・安心に暮らすことのできるまちづくりの実現に向け、ソフト・ハードの両面

から方向性を定めるものとします。 
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Ⅱ 上位・関連計画 

 

 

 

２．天理市の概況と課題 

 Ⅰ 天理市の概況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「奈良県都市計画区域マスタープラン／奈良県」「天理市第６次総合計画／天理市」「第２

期天理市まち・ひと・しごと創生総合戦略／天理市」等の各上位・関連計画について、そ

れぞれ将来像や基本目標等について整理しました。 
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 Ⅱ まちづくりの課題 

（１）まちづくりの課題の考え方 

【 

分

野

の

区

分

の

考

え

方】 

 

 

 

①これからのまちづくりの留意点 

・様々な都市の課題を解決していくという立場から、これからの都市計画は主体的に他の政

策手段と連携をとって取組んでいく姿勢（消極的な都市計画から、積極的な都市計画への

転換：ポジティブ・プランニング）が求められる時期に来ていると言えます。 

・令和 2 年（2020 年）初頭から発生した新型コロナ危機は、私たちの生活を大きく変える

こととなりましたが、このような急激な社会の変化にも柔軟に対応できる、新たなまちづ

くりへの転換といった視点も必要になっています。 

②本市が進める重要施策との関係 

・本市はこれからも様々な取り組みを進めていきますが、まちづくりは、九条バイパス整備

やなら歴史芸術文化村の建設等、重要施策と密接に関わるものになります。本市の将来の

展望を慎重に見据えながら、立地適正化計画を踏まえた都市機能の集積や、低未利用地の

活用、既存施設の有効活用、市街化調整区域の土地利用、地域コミュニティの維持等にも

配慮し、様々な関連計画と連携しながらまちづくりを進めていくことが必要です。このた

め、それぞれの地域の特性を活かしたまちづくりをめざして、各地域での明確なビジョン

を示していくことが求められています。 

③まちづくりの課題の考え方 

・多面的な観点での課題整理を行うため、まちづくりの要素別に「本市を取り巻く現状」「上

位・関連計画による本市の位置づけ」及び「市民・中学生意識調査」、さらに「若手職員

ワーキング」による問題点や課題等を簡潔に整理した上で、まちづくりの課題を設定しま

す。 

・都市計画運用指針（第 11 版／令和２年９月、P.30）において、市町村都市計画マスター

プランの基本的考え方として、「土地利用、各種施設の整備の目標等に加え、生活像、産

業構造、都市交通、自然的環境等に関する現況及び動向を勘案した将来ビジョンを明確化

し、これを踏まえたものとすることが望ましい。」とあります。 

・これを踏まえ、分野を「土地利用」「都市施設及び市街地整備」「自然環境及び景観形成」

「安全・安心のまちづくり」「その他」の５項目に区分しました。 

・なお、「安全・安心のまちづくり」は、近年甚大な自然災害が頻発していることから、ひ

とつの項目として挙げています。 
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（２）まちづくりの課題 
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（３）まちづくりの課題の類型化 
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３．全体構想 

 Ⅰ めざすべきまちの将来像 

（１）まちの将来像 

 

（２）まちづくりの基本理念 

 

（３）まちづくりの目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「 大和青垣に囲まれた歴史と文化かおる共生都市・天理 」

「歴史をつなぎ、自然を活かし、賑わいを生み出し、誰もが安全・安心して快適に暮らせ

る、持続可能なまちづくりをすすめる」 

①天理らしさを活かしたまちづくり 

②誰もが安全・安心に暮らすことができるまちづくり 

③ずっと住みたくなる暮らしやすいまちづくり 
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Ⅱ 将来の都市構造のあり方 

（１）都市構造の基本方針 

 

【将来都市構造形成のイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「まち」「さと」「歴史」「高原のさと」の持つ特徴を活かしながら、それぞれの機能連携を強め、

『天理市』らしい将来都市構造を構築します。 

■特に、点在している市街地は、各地域の生活圏域としての自立性を高めながら、一体性を確保し、

豊かな生活環境と活力あるまちづくりを両立します。 
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（２）土地利用構成 

 

 

 

 

 

（３）都市拠点及び都市軸 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ゾーン 

■拠点 

■軸 
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【将来都市構造図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



天理市都市計画マスタープラン（第３次）の策定について 

14 

Ⅲ 都市整備の方針 

（１）土地利用に関する方針 

 

 

 

１）天理駅周辺中心地区（都市機能誘導区域） 

本市の中心にふさわしい都市機能の集積・充実を図る 

２）前栽駅周辺中心地区（都市機能誘導区域） 

医療・福祉・介護の都市機能に特化した地区 

３）地域生活地区 

日常生活の利便性向上や、にぎわいの創出 

４）産業地区 

広域的な交通利便性の高さを活かした産業立地を促進 

５）住宅地区（居住誘導区域） 

将来的に職住近接の利便性を活かした居住誘導を行う地域 

６）既存住宅地区 

今後も持続可能な生活環境の確保 

７）農業・集落地区 

生活利便性の向上、地域コミュニティの維持 

８）山間地区 

豊かな自然環境の保全と活用 

９）歴史保全交流地区 

歴史資源・自然環境の保全、本市固有の魅力ある観光資源として積極的に活用 

１０）宗教文化交流地区 

天理市固有の世界的交流空間を形成 

１１）環境共生活用地区 

豊かな自然環境と広域的な交通アクセス利便性の高さを活かした有効活用 

１２）沿道サービス地区 

地域振興と生活サービスの向上 

１３）地域振興地区 

適切な土地活用の検討 
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【土地利用方針図】 
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（２）都市施設整備及び市街地整備に関する方針 

１）道路・交通 

■広域幹線道路 

沿道の土地利用機能の維持・充実促進 

・国道25号（名阪道）及び南北方向の国道24号・169号等は、本市と周辺都市とを連絡する

ほか、国土形成及び県の主要交通軸としての役割を形成 

観光まちづくりとの連携強化 

・骨格幹線道路ネットワークと産業集積地や観光地を結ぶアクセス道路の整備 

 

■市街地骨格幹線道路 

市街地間の連携・発展軸としての整備 

・主として、鉄道駅を中心に形成されている本市の市街地の一体性を確保 

・本市の各地区間の道路整備を行い、アクセス強化を図るとともに、生活道路の利便性や

安全性を確保 

■主要道路 

歩行空間の安全性・利便性の向上 

・本市を構成する主要な道路の歩行空間の安全性の維持・向上、利便性の向上 

・都市計画道路を見直し、効率的な道路整備を図り、地区幹線道路網を確立 

 

■公共交通機関 

交通結節点機能の充実 

・市外から訪れた人と地域住民が交流できる場や停留所の整備 

・バスの利便性向上によるバス利用促進 

・各駅の利用環境の維持・向上 

官民協働によるサービスの提供 

・官民が協働して課題に取組み、利便性および持続性のある公共交通サービスの提供 

公共交通を利用しやすい環境づくり 

・各公共交通の機能を最大限に活用できる方法の再確認 

・大規模複合施設を利用する観光客が利用しやすい環境づくり 
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【道路・交通配置構想図】 
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２）公園・緑地 

■住区基幹公園＜街区公園、近隣公園、地区公園＞ 

住区基幹公園の適正確保 

・公共施設整備等に合わせた小規模な広場・公園等の確保 

・公共施設等総合管理計画に基づく既存の公園の適切な維持・改善 

・長柄運動公園の施設管理・サービス向上 

■風致公園 

風致公園の利便性と魅力の向上 

（神宮外苑公園、天理ダム風致公園） 

・本市の自然の風景などのおもむき、味わいが享受できる公園としての整備 

■歴史保全活用地区 

歴史資源と一体的な自然の保全・活用 

・風致地区に指定されている区域は、「歴史保全活用地区」として貴重な歴史資源を保全 

・民間企業や住民と協働で景観に配慮した街路樹の維持・管理 

・神宮外苑公園の魅力化の向上と活用 

・「山の辺の道」の魅力を市内外に情報発信を行い、広域的な連携を図り、観光資源として

有効に活用 

■緑地 

豊かな森林資源等の保全・活用 

・林業の振興を図るための人工林の保全と生産基盤の充実 

・サイクリングコース・ウォーキングコースや天理ダム風致公園を活用した観光振興等に

よる森林資源の保全・活用 

■農地・ため池 

農地利用の促進 

・市街地周辺の農地について、官民協働による、次世代の担い手の育成環境の改善 

・生産緑地について、耕作放棄地化を防ぎ、有効な土地利用を検討 

ため池の保全・活用 

・ため池について、市街地に近接する貴重な水辺・自然空間として保全・活用 

■その他緑地空間 

建築物と調和した緑地の維持・充実 

・宗教文化都市にふさわしい緑地空間を適正に維持・充実 

魅力ある緑地空間の確保 

・本市の玄関口並びに都市の骨格にふさわしい街路空間の形成 

・街路樹による魅力ある緑地空間の確保  
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【公園・緑地構想図】 
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■上水道 

安全で良質な水の安定供給 

・継続した水質管理 

・施設の耐震化・更新事業の計画的な実施 

 

■下水道 

快適な生活環境の確保・水環境の保全 

・「公共下水道事業」、「農業集落排水事業」、「浄化槽設置整備事業」による下水処理

の管路・施設の適切な維持管理 

 

■河川 

総合的な治水対策 

・河川改修の促進 

・防災調整池や雨水貯留浸透施設の整備、ため池の調整池としての活用 

大和川水系の環境向上 

・治水対策に合わせ、河川水質の維持・向上の意識を高め、市民に身近な水辺空間の

環境を向上 

やすらぎある空間の整備・保全 

・都市景観や歴史的風土、緑豊かな自然環境が融合したやすらぎある空間の整備・保

全 

・良質な水質保全に向けた河川環境の整備 



天理市都市計画マスタープラン（第３次）の策定について 

21 

３）その他の都市施設等 

 

■廃棄物処理施設 

リサイクル事業の推進 

・市民との協働による、リサイクル事業の推進および住民意識の改善 

施設の延命化・建設計画 

・現在の施設の延命および新焼却施設・粗大ゴミリサイクルの建設計画の推進 

環境に配慮した住みやすいまちづくり 

・リサイクルの徹底・省エネルギーによる環境負荷低減の取り組みの積極的展開 

・大気や水質の管理による、誰もが安心して健康で住みやすいまちづくり 

 

■拠点となる避難所 

安全な避難所の確保 

・施設の長寿命化や適正配置を検討 

・防災備蓄倉庫などの確保による防災拠点としての機能向上 

地域の防災活動促進 

・「自助・共助・公助」の思想のもと、地域の防災活動の実施 

施設の耐震化・適正確保 

・上下水道の耐震化・避難道路等の計画的な適正確保の実施 

 

■市営住宅等 

安全で快適な住宅の確保 

・長寿命化計画による改修の推進、安全で快適に生活できる住宅の確保 

人にやさしい住環境の形成 

・個人住宅の耐震化やバリアフリー化の促進、安全で人にやさしい住環境の 

 形成 
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（３）自然環境及び景観形成に関する方針 

■「まち」「さと」の景観 

景観との調和・歴史資源の保全 

・歴史資源や山々との景観の調和を図るための検討 

・歴史資源の老朽化・耐震対策の推進 

中心市街地の景観形成 

・天理駅周辺の、中心市街地にふさわしい賑わいのある景観形成 

・幹線道路周辺の沿道建築物との調和 

・IC周辺の玄関口にふさわしい景観形成 

個性と魅力あふれる空間の形成 

・天理本通りの『天理市』らしい商店街としての個性と魅力があふれる商業空間・交

流空間の形成 

 

■「歴史」の景観 

風致地区 

・風致地区に指定されている区域の歴史資源と自然環境の調和した景観の保全、向上  

景観形成地区・歴史保全活用地区 

・景観形成地区の重点的な景観保全・向上 

・統一したイメージの案内標識等の整備による歴史保全活用地区の形成 

・古墳群の国史跡指定の推進 

宗教文化交流地区 

・宗教文化都市にふさわしい空間の維持・向上 

 

■「高原のさと」の景観 

景観・眺望の保全 

・市域東部の山間区域の豊かな自然環境を活かした景観・眺望の保全・向上 

景観の魅力化・アピールの推進 

・天理ダム風致公園やウォーキングコース等の積極的な景観保全・向上 

・デザイン統一された案内板等の整備 

自然環境の魅力発信 

・豊かな自然環境と伝統・歴史が融合した魅力の市内外への発信 

・耕作放棄地を利用した農業体験の実施 
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【景観形成構想図】 
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（４）安全・安心のまちづくりに関する方針 

１）防災のまちづくり 

■地域強靱化 

安全・安心のまちづくり 

・「強さ」と「しなやかさ」を持った安全・安心のまちづくりをめざすための地域強靭

化に関する施策の推進 

地域間の連携強化 

・各地域の多様性の再構築 

・災害に強い地域づくりの推進による地域の活力の向上 

■防災活動 

防災協働体制の充実 

・自助・共助・公助が三位一体となったバランスのとれた防災協働体制の充実 

・非常時の人材の確保・支援体制の充実 

地域主体の防災活動 

・日常からの地域のつながり強化による、災害の最小化と防災強化 

・地域主体のまちづくり活動の支援 

■その他 

安心して住みやすいまちづくり 

・地域ごとの災害に強い都市施設の整備 

・官民の連携強化による防災活動・教育などのソフト面での機能向上 

災害危険区域、避難場所の指定 

・災害危険区域および災害時の緊急避難場所の指定 

２）人にやさしいまちづくり 

バリアフリー・ユニバーサルデザイン 

・バリアフリーやユニバーサルデザインを取り入れたまちづくり 

・誰もが暮らしやすい都市環境の構築 

地域コミュニティの支援・基盤構築 

・老若男女がお互いに支え合うことのできるまちづくりの推進 

・市民が主体的に活動できる環境づくり 

「安全・安心」なまちの確立 

・市民一人ひとりが犯罪・交通事故・消費者トラブル等に対する知識を持ち、災害や社

会変容に備えた安全・安心なまちの確立 
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（５）その他のまちづくりに関する方針 

１）持続可能な社会の構築 

持続可能で活力あるまちづくり 

・再生可能エネルギー等の利活用の推進・既存のインフラにおける長寿命化等、低炭素・

循環型社会の実現 

 

２）産業振興 

企業誘致の推進 

・広域幹線道路の利便性を活かした、各IC周辺への企業誘致の推進 

操業環境の維持向上 

・既存の産業集積地の企業に対する省エネルギー化の促進、操業環境の維持・向上 

 

３）地域振興・交流の促進 

宗教文化都市、貴重な歴史資源 

・地域経済や交流人口を促進する取組み 

・インバウンドによる観光客の増加と地域経済の活性化 

地域・観光振興 

・農業の後継者不足や耕作放棄農地の解消 

・農業と歴史文化遺産などの観光資源と連携 

官民・広域連携 

・民間との連携活動の充実・促進による地域振興の課題解決に向けた取組み 

・広域的な地域の周遊観光コンセプトの構築、観光集客 
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